
 

 

 

大飯発電所第３号機（４号機） 

火災感知器増設に係る 

設計及び工事計画認可申請 

 

 

補足説明資料 

（抜粋） 

 

 

 

 

 

２０２０年７月 

関西電力株式会社 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません 

資料－②

：修正箇所



i 
 

＜目 次＞ 

 
1. 火災感知器の性能に係るもの 

1-1 アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器及びアナログ式でない炎感知器につ

いて 

1-2 防爆型の熱感知器及び防爆型の炎感知器について 

1-3 熱を感知できる光ファイバケーブルについて 

1-4 熱サーモカメラについて 

  

2. 火災感知器の配置に係るもの 
2-1 火災区域又は火災区画の火災感知器の設置個数について 

2-2 火災区域又は火災区画の火災感知器の配置図について 

 

3.  消防法施行規則の設置条件と異なる感知設計に係るもの 

3-1 火災区域・区画の特性に応じた感知設計について 

3-2 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアの火災感知器設計について 

3-3 燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアの火災感知器設計について 

3-4 海水管トンネルエリアの火災感知器設計について 

3-5 海水ポンプエリアの火災感知器設計について 

3-6 空冷式非常用発電装置エリアの火災感知器設計について 

3-7 使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアの火災感知器設計について 

3-8 原子炉格納容器の火災感知器設計について 

3-9 高放射線エリアの火災感知器設計について 

 

4. 火災受信機盤に係るもの 
4-1 火災受信機盤の機能について 
4-2 消火設備用感知器の流用について 

 

5. その他 

  5-1 本設計及び工事計画の申請範囲について 

5-2 条文整理表について 

5-3 設計及び工事計画認可申請書に添付する書類の整理について 

5-4 火災感知設備増設における「工事の方法」の該当箇所について 

 

参考資料－1 火災感知設備の技術基準規則上の整理について 

抜粋箇所

抜粋箇所

追加資料



2-1 火災区域又は火災区画の火災感知器の設置個数について 

 

  火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災防

護に関する説明書4.2(1)b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。火災感

知器の取付方法や設置個数については，消防法施行規則第23条第4 項に基づき設置する

設計とする。 

また，火災感知器の種類や設置に関する技術的な部分については，消防設備士の確認

を受け，消防法施行規則に則り設置する設計とする。 

上記を踏まえた火災区域又は火災区画における火災感知器の設置個数例について、表

2-1-1 に示す。 

  

1



第 2-1-1 表 火災区域又は火災区画における火災感知器の設置個数例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

火災区域

（区画） 

番号 

火災区域（区画）名称 
感知 

区域 
号機 

フロア 

レベル 

[m] 

天井高

さ 

[m] 

床面積  

[m2] 

感知器台数 

備考 

煙感知器 熱感知器 炎感知器 

必要数 

[個] 

既設感

知器数 

[個] 

消火設

備用感

知器流

用数 

[個] 

追設数 

[個] 

必要数

[個 

既存感

知器数

[個] 

消火設

備用感

知器流

用数 

[個] 

追設数

[個] 

必要数

[個] 

既存感

知器数

[個] 

消火設

備用感

知器流

用数 

[個] 

追設数

[個] 

 

コントロールセンタ室及

び N 蓄電池室（3 号

機） 

1 3  5.0 338.3  5  3 2 0 16 16 0 0 0 0 0 0  

2 3  2.5  57.3  1  2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  

 B 安全補機室 

1 4  2.5  60.7  1  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  

2 4  2.5  26.4  1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  

3 4  5.6  52.7  1  1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0  

4 4  5.6  47.7  1  1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0  

5 4  5.6  50.9  1  1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0  

6 4  5.7  117.1  2  1 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0  

7 4  2.5  8.1  1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  

8 4  2.5  32.0  1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  

9 4  2.5  29.4  1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  

10 4  2.5  26.8  1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  

 海水ポンプ室 - 3・4 - - - 0  0 0 0 6 6 0 0 12 12 0 0
海水ポンプを対象に熱・炎

感知器を設置 
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2-2 火災区域又は火災区画の火災感知器の配置図について 

 

  火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災防

護に関する説明書4.2(1)b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。火災感

知器の取付方法や設置個数については，消防法施行規則第23 条第4 項に基づき設置す

る設計とする。 

また，火災感知器の種類や設置に関する技術的な部分については，消防設備士の確認

を受け，消防法施行規則に則り設置する設計とする。 

上記を踏まえた火災区域又は火災区画における火災感知器の配置例について、第 2-2-

1 図及び第 2-2-2 図に示す。 
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第 2-2-1 図 火災区域又は火災区画における火災感知器の配置例（    ） 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 2-2-2 図 火災区域又は火災区画における火災感知器の配置例（    ）  

以 上 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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5-2 条文整理表について 

 

5-2-1 概 要 

大飯発電所３，４号機においては、火災感知設備設置工事を計画している。 

本資料では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該工事計画の

手続きを行うにあたり、申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」の条文について整理すると共に、適合性の確認が必要となる条文を明確にするものであ

る。 

 

5-2-2 設計及び工事計画認可申請における適用条文の整理結果 

火災防護設備のうち火災感知設備における適用条文を整理し、その結果を第 5-2-1 表に示す。 

 

 

【凡例】 

○：適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計画に係る内容に影響を受けない

ことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（1／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

設計基準対象施設 

第4 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

は、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された

設計内容に影響を与えないため、審査対象条文とならない。

第 5 条 

地震による損傷の防止 
〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

は、耐震重要度 C クラスに分類され、それに応じた地震力に

耐えうる設計であることの確認が必要であるため、審査対象

条文とする。 

第 6 条 

津波による損傷の防止 
△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

は、本条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画

において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条

文とならない。 

第 7 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

は、本条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画

において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条

文とならない。 

第 8 条 

立ち入りの防止 
△ 

工場等である大飯発電所構内に火災感知設備を設置するた

め、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された

設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 9 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

△ 

工場等である大飯発電所構内に火災感知設備を設置するた

め、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された

設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 10 条 

急傾斜地の崩壊の防止 
△ 

急傾斜地の崩壊の防止に対する要求であり、大飯発電所は、急

傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所がないことから、審査

対象条文とならない。 

第 11 条 

火災による損傷の防止 
〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

が、火災区域及び火災区画の火災を早期に感知できる設計で

あることを確認する必要があるため、審査対象条文とする。

第 12 条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備

は、本条文の適用を受けるが、防護対象とならず、既工事計

画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象

条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（2／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 13 条 

安全避難通路等 
△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、本条

文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影響を

与えないため、審査対象条文とならない。 

第 14 条 

安全設備 
〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、安全

機能を有しており、各環境条件において、その機能を発揮すること

ができる設計であることを確認する必要があるため、審査対象条文

とする。 

第 15 条 

設計基準対象施設の機

能 

〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、保守

点検ができる設計であることを確認する必要があるため、審査対象

条文とする。 

第 16 条 

全交流動力電源喪失対

策設備 

× 

全交流動力電源喪失対策設備に対する要求であり、本設備は、全交

流電源喪失対策設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 17 条 

材料及び構造 
× 

設計基準対象施設に属する容器、管、ポンプ、弁等の材料及び構造

に対する要求であり、本設備は、設計基準対象施設に属する容器、

管、ポンプ、弁等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 18 条 

使用中の亀裂等による

破壊の防止 

× 

クラス機器等の使用中の亀裂等による破壊の防止に対する要求であ

り、本設備は、クラス機器等に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 

第 19 条 

流体振動等による損傷 

の防止 

× 

燃料体、反射材等の流体振動等による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材

並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 20 条 

安全弁等 
× 

安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 21 条 

耐圧試験等 
× 

クラス機器及び原子炉格納容器の耐圧試験等に対する要求であり、

本設備は、クラス機器及び原子炉格納容器に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 22 条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり、本設備は、容器の

中性子照射による劣化に該当しないため、審査対象条文とならない。

第 23 条 

炉心等 
× 

炉心等に対する要求であり、本設備は、炉心等に該当しないため、審

査対象条文とならない。 

第 24 条 

熱遮蔽材 

× 熱遮蔽材に対する要求であり、本設備は、熱遮蔽材に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（3／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 25 条 

一次冷却材 
× 

一次冷却材に対する要求であり、本設備は、１次冷却材に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 26 条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

燃料取扱施設や貯蔵施設に対する要求であり、本設備は、燃料

体等の取扱施設及び貯蔵施設に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 27 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリに対する要求であり、本設備は、

原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 28 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検出装置に対する要

求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・

検出装置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 29 条 

一次冷却材処理装置 
× 

一次冷却材処理装置に対する要求であり、本設備は、１次冷却

材処理装置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 30 条 

逆止め弁 
× 

逆止め弁に対する要求であり、本設備は、逆止め弁に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 31 条 

蒸気タービン 
× 

蒸気タービンに対する要求であり、本設備は、蒸気タービンに

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 32 条 

非常用炉心冷却設備 
× 

非常用炉心冷却設備に対する要求であり、本設備は、非常用炉

心冷却設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 33 条 

循環設備等 

× 循環設備等に対する要求であり、本設備は、循環設備等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 34 条 

計測装置 

× 計測装置に対する要求であり、本設備は、計測装置に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 35 条 

安全保護装置 

× 安全保護装置に対する要求であり、本設備は、安全保護装置に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 36 条 

反応度制御系統及び原 

子炉停止系統 

× 反応度制御系統及び原子炉停止系統に対する要求であり、本設

備は、反応度制御系統及び原子炉停止系統に該当しないため、

審査対象条文とならない。 

第 37 条 

制御材駆動装置 

× 制御材駆動装置に対する要求であり、本設備は、制御材駆動装

置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 38 条 

原子炉制御室等 

× 原子炉制御室等に対する要求であり、本設備は、原子炉制御室

等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 39 条 

廃棄物処理設備等 

× 廃棄物処理設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物処理

設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（4／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 40 条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

廃棄物貯蔵設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物貯蔵

設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 41 条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

放射性物質による汚染の防止に対する要求であり、本設備は、

放射性物質による汚染の防止に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 42 条 

生体遮蔽等 
× 

生体遮蔽等に対する要求であり、本設備は、生体遮蔽等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 43 条 

換気設備 
× 

換気設備に対する要求であり、本設備は、換気設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 44 条 

原子炉格納施設 
× 

原子炉格納施設に対する要求であり、本設備は、原子炉格納施

設に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 45 条 

保安電源設備 
× 

保安電源設備に対する要求であり、本設備は、保安電源設備に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 46 条 

緊急時対策所 
× 

緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 47 条 

警報装置等 
× 

警報装置等に対する要求であり、本設備は、警報装置等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 48 条 

準用 × 

補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備

は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条

文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（5／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第 49 条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 

重大事故等対処施設の地盤に対する要求であり、本設備は、重

大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。

第 50 条 

地震による損傷の防止 
× 

重大事故等対処施設の地震による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 51 条 

津波による損傷の防止 
× 

重大事故等対処施設の津波による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 52 条 

火災による損傷の防止 
○ 

重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に対する要求であ

り、火災防護設備のうち火災感知設備が、火災区域及び火災区

画の火災を早期に感知できる設計であることを確認する必要が

あるため、審査対象条文とする。 

第 53 条 

特定重大事故等対処施設 
× 

特定重大事故等対処施設に対する要求であり、本設備は、特定

重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならな

い。 

第 54 条 

重大事故等対処設備 
× 

重大事故等対処施設に対する要求であり、本設備は、重大事故

等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 55 条 

材料及び構造 
× 

重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ、弁等の材料及

び構造に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処設備に

属する容器、管、ポンプ、弁等に該当しないため、審査対象条

文とならない。 

第 56 条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 

クラス機器等の使用中の亀裂等による破壊の防止に対する要求

であり、本設備は、クラス機器等に該当しないため、審査対象

条文とならない。 

第 57 条 

安全弁等 
× 

安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 58 条 

耐圧試験等 
× 

クラス機器の耐圧試験等に対する要求であり、本設備は、クラ

ス機器に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 59 条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に対

する要求であり、本設備は、緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（6／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 60 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 61 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備に対する要

求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 62 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 63 条 

終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

× 

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に対する要求であ

り、本設備は、 終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 64 条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

× 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備に対する要求であり、

本設備は、原子炉格納容器内の冷却等のための設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 65 条 

原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 

× 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備に対する要求

であり、本設備は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 66 条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 

× 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備に対する

要求であり、本設備は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。

第 67 条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備に

対する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 68 条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に対

する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 

第 69 条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に対する要求であり、

本設備は、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（7／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 70 条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に対する

要求であり、本設備は、工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 71 条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 72 条 

電源設備 
× 

電源設備に対する要求であり、本設備は電源設備に該当しない

ため、審査対象条文とならない。 

第 73 条 

計装設備 
× 

計装装置に対する要求であり、本設備は、計装装置に該当しない

ため、審査対象条文とならない。 

第 74 条 

原子炉制御室 
× 

運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に対する要求であ

り、本設備は、運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 75 条 

監視測定設備 
× 

監視測定設備に対する要求であり、本設備は、監視測定設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 76 条 

緊急時対策所 
× 

緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 77 条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

通信連絡を行うために必要な設備に対する要求であり、本設備

は、通信連絡を行うために必要な設備に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 78 条 

準用 
× 

補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備

は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

 

以上 
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参考資料-１ 

[火災感知設備の技術基準規則上の整理について] 

  

 火災防護設備のうち火災感知設備は、原子炉等炉規法第４３条の３の５において規定さ

れている「発電用原子炉施設（発電用原子炉及びその附属施設）」のうち、設置許可基準

規則第２条第２項第７号における「設計基準対象施設（運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生を防止し，又はこれらの拡大を防止するために必要となるもの）」及び設

置許可基準規則第２条第２項第８号における「安全施設（設計基準対象施設のうち，安全

機能を有するもの）」に整理されるものと解釈している。また、「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定、平成

21年3月9日一部改正）を踏まえた「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針

（JEAG4612-2010）」において、火災検出装置（受信機盤含む）はMS-3と分類しており、

本設工認の申請範囲（火災感知器の増設）における火災感知設備の技術基準上の位置付け

は下図のとおりとなる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、火災感知設備は、耐震重要度分類においてはCクラスと整理しており、耐震重要

度分類に応じた静的地震力に対して概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする必要

があるため、技術基準規則の第5条（地震による損傷の防止）も適用条文となる。 

以上より、火災感知設備は設計基準対象施設のうち安全施設及び耐震重要度分類におい

てはCクラスに整理されるため、原子炉冷却系統施設の基本設計方針のうち共通事項であ

発電⽤原⼦炉施設（発電⽤原⼦炉及びその附属施設） 

（原⼦炉等規制法第４３条の３の５） 

設計基準対象施設（設置許可基準規則第２条第２項第７号） 

安全施設（設置許可基準規則第２条第２項第８号） 

設計基準事故対処設備 

（設置許可基準規則第２条第２項第13号） 

安全設備 

（技術基準規則第２条第２項第９号） 

⽕災感知設備（ＭＳ－３） 

重⼤事故等対処施設（設置許可基準の第２条第２項第１１号） 
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る２．１ 地震による損傷の防止、５．１．５ 環境条件等、５．１．６ 操作性及び試

験・検査性等及び添付資料である安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書を追加する。 

 

以上 
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